
事 務 連 絡        

令和２年 10 月５日 

 

各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部局 

各都道府県私立学校主管部（局） 

各都道府県民生主管部（局） 

各都道府県教育委員会 

指定都市・中核市子ども・子育て支援新制度担当部局 

各指定都市・中核市民生主管部（局） 御中 

 

 

   内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 参 事 官 付 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

        

 

「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告 

（令和２年）」の公表について 

 

 日頃より、子ども・子育て支援施策の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上

げます。 

教育・保育施設等における重大事故の再発防止策については、「教育・保育施

設等における重大事故防止策を考える有識者会議」（以下「有識者会議」とい

う。）を開催し、死亡事故等の重大事故の検証を行った自治体からヒアリングを

行うことなどにより、再発防止策等を議論しているところです。 

今般、これまでの会議の議論を踏まえて、「有識者会議 年次報告（令和２

年）」が取りまとめられましたので、情報提供いたします。なお、本報告につ

いては、内閣府ホームページに掲載しております。 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html 

 

つきましては、管内市区町村及び各施設・事業者に対し周知をお願いいたしま

す。また、ミニポスター（別添１）及び周知資料（別添２）、「教育・保育施設

等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」の誤嚥（食事

中）に関する注意事項の抜粋（別添３）、消費者庁による注意喚起資料「食品に

よる子供の窒息事故に御注意ください！」（別添４）についても、改めて周知い

ただくとともに、引き続き保育事故発生予防のための取組みを推進いただきま

すようお願いいたします。 
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【本件連絡先】内閣府子ども・子育て本部 

TEL ： 03-6257-1467（直通） 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

TEL ： 03-6734-3136（直通） 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

TEL ： 03-5253-1111（内線 4838） 


